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本日、お話しすること

〇 地域公共交通の現況

〇 地域公共交通に関する制度

〇 地域公共交通に関する協議の場

〇 地域公共交通関係予算

〇 その他情報提供
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〇 地域公共交通の現況
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中部運輸局地方部の路線バス事業の厳しい現状

○ 一般路線バスの輸送人員については、コロナ以前の水準まで
の需要回復は期待できない状況

○ 従前は収益事業であった高速バスや貸切バスにおいても需
要の減少が厳しい状況。
路線バス事業との間の内部補助により、交通サービスが運賃
収入のみによる独立採算を前提に存続することは、これまで
にも増して困難
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中部運輸局路線バス事業の厳しい現状、深刻化

注）「自動車運転」、「船舶・航空機運転」及び「鉄道運転」は、厚生労働省「一般職業
紹介状況」の「自動車運転の職業」、

「船舶・航空機運転の職業」及び「鉄道運転の職業」の数値。国土交通省自動車局作成

有効求人倍率の推移
（常用パート含む）

○ 一般路線バス事業者の99.6％が赤字事業者となっているな

ど、大変厳しい経営状況にあり、地方部においては、路線廃

止が進み、経営破綻した事例も発生

○ 自動車の運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効

求人倍率は全職業平均の約2倍

（出典）国土交通省自動車局発表資料より総合政策局作成

一般路線バス事業が赤字である
バス事業者の割合

保有車両３０両以上の事業者
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中部運輸局タクシー事業の現状（全国）

6



中部運輸局地域鉄道の現状
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中部運輸局地域交通を取り巻く環境～高齢者の不安

○ 高齢者の免許返納の数は、近年大幅に増加

○ 高齢者を中心に、公共交通がなくなることへの不安の声も

現居住地に対する将来の不安

（出典）国土交通省総合政策局作成（出典）警察庁公開資料より抜粋

運転免許申請取消（自主返納）の件数
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〇 地域公共交通に関する制度
～地域公共交通の活性化再生法関係～
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中部運輸局地域公共交通活性化再生法等の変遷
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中部運輸局
地域公共交通活性化再生法改正案（２月１０日閣議決定）
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中部運輸局
地域公共交通活性化再生法改正案（２月１０日閣議決定）
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中部運輸局
地域公共交通活性化再生法改正案（２月１０日閣議決定）
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〇 地域公共交通に関する協議の場
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中部運輸局地域公共交通を協議・検討する場

協議する場は、その目的によって分かれている

それぞれ受けられる特例が異なるが、構成員を調整することで
協議組織をまとめることも可能

地域公共交通会議（道路運送法）の構成員例地域公共交通会議
主に乗合事業の運賃設定や使用車両など、
道路運送法等の特例が受けられる

有償運送運営協議会
自家用車による有償運送について道路運送
法の特例が受けられる

活性化再生法に基づく協議会
計画について協議でき、事業実施も可能

地域公共交通確保維持改善事業要
綱に基づく協議会

都市・地域交通戦略推進事業要綱
に基づく協議会
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中部運輸局
自治体が主体となる会議には、道路運送法に基づく地域公共交通会議等や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（活性化再生法）に基づく法定協
議会があるほか、補助金交付要綱（注）に基づく協議会がある。

「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」では、地方公共団体の事務手続き負担軽減のため、協議会相互の機能を付加した「合同協議
会」の開催も可能としている。（基本方針二.３．（１））

法令に基づく協議会
補助金交付要綱に
基づく協議会

道路運送法 活性化再生法 地域公共交通確保維
持改善事業補助要綱

会議名 地域公共交通会議 運営協議会 地域協議会 法定協議会 協議会

協議事項

・乗合旅客運送の態様
（路線定期・不定期、区域）
・運賃・料金等に関する事項

・自家用有償旅客運送（交通空
白地運送、福祉有償運送）の必
要性、交通事業者による困難性

・旅客から収受する対価に関す
る事項 等

・自家用有償旅客運送（交通空
白地運送、福祉有償運送）の必
要性、交通事業者による困難性

・旅客から収受する対価に関す
る事項

• 生活交通の確保に関する地
域における枠組みづくりその
他の生活交通のあり方一般
に関す る審議 ・具体的な路線
に係る生活交通確保に関する
計画（一定期間毎の見直 しを
前提）の策定につい ての調整
及び決定

・地域公共交通計画の作成
及び実施に関し必要な事項

・道路運送法の各種特例（左
の地域公共交通会議、運営
協議会と同じ）

• 地域間幹線系統確
保維持計画

• 地域内フィー ダー系
統確保維持計画

• 離島航路確保維持
計画

等を協議する

主に協議
する輸送
主体

• 乗合事業（バス）全般 ・乗合
タクシー（デマンド 交通）等

• 市町村、ＮＰＯ等による自家
用有償旅客運送（交通空白
地運送、福祉有償運送）

• 市町村、ＮＰＯ等による自家
用有償旅客運送（交通空白
地運送、福祉有償運送）

• ・路線バス ・乗合タクシー
• 路線バス、乗合タク シーが困
難な場合の市町村バス

• スクールバス
• 福祉バスの活用等

• 路線バス ・乗合タク
シー ・路線バス、乗合タ
ク シーが困難な場合の
市町村バス・スクールバ
ス・福祉バスの活用等

• 鉄道、軌道、バス・タ
クシー、旅客船等

会議の
運営主体

• 一又は複数の市町村又は
都道府県

• 一又は複数の市町村又は
都道府県

• 都道府県 • 一又は複数の市町村又
は都道府県

• 都道府県又は市町
村

構成員

主宰者（市町村又は都道府県）、
一般旅客自動車運送事業者及
びその組織する団体、住民又は
旅客、運輸局、事業者の運転者
組織、道路管理者、都道府県警
察、学識経験者その他地域公
共交通会議の運営上必要と認
められる者

主宰者（市町村又は都道府県）、
一般旅客自動車運送事業者及
びその組織する団体、住民又は
旅客、運輸局、事業者の運転者
組織、現に自家用有償旅客運
送を行っている特定非営利活動
法人等、学識経験を有する者そ
の他の運営協議会の運営上必
要と認められる者

少なくとも都道府県、関係市町村、
運輸局、関係旅客自動車運送事
業者

※分科会等を地域ごとに組織する
ことも可

市町村又は都道府県、公共
交通事業者・道路管理者・港
湾管理者その他事業を実施
すると見込まれる者、公安委
員会、利用者、学識経験者
その他地方公共団体が必要
と認める者※道路運送法の
特例を受けるためには、地域
公共交通会議の構成員を満
たす必要がある

都道府県又は市町村、
交通事業者、地方運輸
局等

※協議会は、補助金交
付要綱の要件を満たし
ていれば、公共交通会
議、法定協議会の枠組
みにおいて合同会議と
して開催することも可能。

根拠法令
等

道路運送法施行規則第９条の２、
３

道路運送法施行規則第５１条の
７、８

道路運送法施行規則第１５条の４
第２号

地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律第６条

地域公共交通確保維持
改善事業費補助金交付
要綱第３条

（注）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

旅客運送に係る各種会議スキームについて
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〇 地域公共交通関係予算
（令和４年度補正予算・令和５年度予算案）
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中部運輸局地域公共交通関係予算一覧（令和４年度補正予算・令和５年度予算案）
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中部運輸局
地域公共交通関係（令和４年度補正予算事業）
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中部運輸局地域公共交通確保維持改善事業の概要
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中部運輸局地域公共交通再構築調査事業

21



中部運輸局社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業等）の概要
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中部運輸局「エリア一括協定運行事業」の創設
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中部運輸局共創モデル実証プロジェクト
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中部運輸局自動運転実証調査事業（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業）
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中部運輸局交通連携型事業（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）
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中部運輸局
○ 訪日外国人旅行者受入環境整備に積極的に取り組む地域において、公共交通機関におけるストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、多言語

対応の強化、無料Wi-Fiサービスの提供拡大、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進等に関する個別の取組を支援する。

交通サービスインバウンド対応支援事業
公共交通事業者等

事業主体補助率
1/3等

企画乗車船券の発行 非常用電源装置、携帯電話充電設備等

段差解消
（エレベーター） 船内座席の個室寝台化

スロープ型
タラップの整備

鉄道車両の
荷物置き場の設置

観光列車 魅力ある観光バス

無料Wi-Fiサービス多言語対応（事故・災害時等を含む）

トイレの洋式化等 キャッシュレス決済対応 非常時のスマートフォン等の
充電環境の確保

旅客施設や車両等の移動円滑化（大きな荷物を持ったインバウンド旅客のための機能向上）

移動そのものを楽しむ取組や新たな観光ニーズへの対応 レンタカーの外国人
ドライバー支援

バス・タクシードライバー
への外国語接遇研修

等※上記のほか、交通サービス調査事業（訪日外国人旅行者等が移動を円滑に行うための交通サービスに関する調査・利用促進等）及び交通インバウンド環境革新等事業への支援を実施
【補助率：1/2,1/3（調査については上限1,000万円）】

感染症対策

駅・車両の衛生対策

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（公共交通）

サイクルトレイン、サイクルシップ

洋式トイレ、多機能トイレの整備
QRコード・クレジットカード対応・
企画乗車船券のICカード化全国共通ICカードの導入

レンタカーの
キャッシュレス対応

ジャンボタクシーの導入LRTシステムの整備

専用ステッカーの普及
ドライブ支援アプリ
による情報提供

インバウンド対応型バス・タクシーの導入

多言語表記等 案内放送の多言語化
インバウンド対応型
鉄軌道車両の導入

多言語バスロケーション
システムの設置タブレット端末、携帯型翻訳機等の整備 旅客施設や車両等の無料Wi-Fi整備
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〇 その他情報提供
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中部運輸局
地域公共交通確保維持改善事業及び地域公共交通計画第三者評価委員会
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中部運輸局危険なバス停対策事業

経緯

対策・課題
○ 令和４年６月末時点において、安全対策が講じられたバス停の箇所は約２割にとどまっているところ。
○ 安全対策が講じられたバス停の多くは、比較的移設が容易（工事要しない場合等）であったものであり、対策が難航してい
るバス停の多くは、その周辺の道路環境の事情などにより対策が難航している。
○ その中でも特に危険度が高いバス停の対策は急務であり、このような事故を二度と起こさないために早急に対策を進めて
いく必要がある。

〇 安全対策が必要なバス停の移設について、
乗合バス事業者に対しその費用の一部（1/2等
（定額も含め検討中））を支援

事業概要
改善前 改善後

○ 平成３０年８月に、横浜市内の横断歩道付近に設置されたバス停において、停車したバスの後方

から道路を横断しようとした女子児童が、対向車にはねられ死亡する事故が発生。

○ 当該事故を契機として、全国における交通安全上問題のあるバス停について、都道府県毎にバス

事業者、警察、道路管理者等が連携して、調査を行い、安全対策を実施することとなった。

○ 令和３年３月までに、全国で交通安全上問題のあるバス停のリストの公表が完了。バス停の

総数はこの時点で、全国で約10,000件と判明。順次、各バス停の安全対策（バス停の移設・廃止、

バス停周辺のハード対策など）を開始。
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中部運輸局バス停の安全性確保対策の進捗状況について

31

・注意喚起を促すためバス車内等へのポ
スターの掲示や車内アナウンスを実施。
・バス事業者、自治体、警察、道路管理
者と安全対策の検討。

取組状況

バス停の安全対策の抽出条件について（A、B、C）



中部運輸局タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業（第６期）
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中部運輸局

運転者の志望の裾野
を拡げる対策

バス運転者の不足については、人口減少・高齢化の進展に加え、昨今の雇
用環境の改善を背景に深刻度が増している。既に、バスによる旅客輸送に
おいて、一部では減便などの事態が見受けられ、この状況が続けば国民生
活や経済活動に少なからぬ悪影響が懸念されるところである。
これまでも各事業者において様々な人材確保に向けた取り組みを行ってき
たところではあるが、関係者による連携した取り組みを継続的、効果的に
進められるよう期間を定めた行動計画を策定し、事業者・協会・行政が一
体となった取り組みを行っていくことを目的とする。

バス事業人材確保・育成対策行動計画２０１９～２０２２【令和４年３月 一部改定】

目 的

２０１９年度から２０２２年度までの４年間計画期間

待遇改善の対策

意欲や士気の
向上等の対策

女性向けの対策

行政は、バス事業者及びバス協会の取り組みを支援

志望・採用者の
減少への対応

離職率の高止まり
への対応

若年・壮年向けの
対策

計画の概要

バス事業者及びバス協会の取り組み

行動計画の一部改正
２０１９～２０２２（令和元年度～令和４年度） ４ヶ年計画
（改正前：２０１９～２０２１（令和元年度～令和３年度）３ヶ年計画）

二種免許の緩和 【行動計画１．（２）ア（ア） 】※修正

・二種免許の要件緩和の情報発信や採用方法・採用計画等の見直しを検討
＜改正前：二種免許の要件緩和を見据え、採用方法・採用計画等の見直しを検討＞

令和４年５月13日
施行（法改正）

重点項目②

アンケート実施結果及び社会情勢を踏まえた、
次年度の行動計画の見直し方針

新型コロナウイルス感染症は依然として収まる傾向に無く、社会情勢やバス業界においてもコロナ禍の影響で日々情勢が変化し先が見
通せず、現状は人材確保・育成に向け行動計画に基づく事業に取り組むことが難しい状況であることから、現段階では新たに複数年の
行動計画を立てることが困難である。

行動計画の１年延長及び一部改正を行い、重点項目を基礎とした取り組みを引き続き行う

１．期間延長 ◀◀◀ 既存計画を１年延長

２．一部改正 制度の周知
を強化

働き方改革 【行動計画２．（１）ア（エ）】 ※修正

・長時間労働の是正等の働き方改革に取り組む事業者を
認証する制度（働きやすい職場認証制度）の周知、認証取得促進

＜改正前：（2019年度運用開始予定）＞

働きやすい職場
認証制度開始

重点項目③

名称の変更
33



中部運輸局
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バス事業人材確保・育成対策行動計画２０１９～２０２２【令和４年３月 一部改定】



中部運輸局
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バス事業人材確保・育成対策行動計画２０１９～２０２２【令和４年３月 一部改定】



中部運輸局トラック・バス・タクシー事業の概要と最近の話題①

１．トラック・バス・タクシー事業に関するデータ ※出典：令和4年版交通政策白書

経済活動別国内総生産の構成比（2020年） 交通・運輸関係の事業区分ごとの事業者数、営業収入等

産業別の就業者数（2021年）
〇事業規模
・運輸・郵便業の国内総生産は23.4兆円
・国内総生産全体の4.3％
※運輸・郵便業･･･鉄道業、道路運送業、水運業、航空運輸業など

〇事業者数
・トラック事業 ： 約6万3千者
・乗合バス事業 ： 約2千者
・貸切バス事業 ： 約4千者
・タクシー事業 ： 約4万8千者

〇就業者数
・運輸・郵便業でおよそ352万人
（全産業の就業者数の5.2%）

モノの移動（物流）と
ヒトの移動（人流）を
支える重要な産業
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宅配
企業間

輸送

公共交通
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中部運輸局トラック・バス・タクシー事業の概要と最近の話題②

２．トラック・バス・タクシー事業に関するトピックス

▼大型免許、中型免許、二種免許の運転免許試験の受験資格見直し（緩和）

令和４年５月１３日に改正道路交通法が施行され、大型免許、中型免許、二種免許の運転免許試験の受験資格が見直されました。
この改正により、「受験資格特例教習」を修了すると、
１９歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して１年以上
あれば、これらの運転免許試験を受けることができるようになりました。

出典：愛知県警察ウェブサイト

▼働き方改革（「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（「改善基準告示」）見直し）

平成３０年に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（いわゆる「働き方
改革関連法」）では、労働基準法が改正されて新たに時間外・休日労働の上限が設けられ、罰則を
もってその履行が確保されることとなりました。
自動車運転者（トラック・バス・タクシー運転者）については、その適用が５年間猶予されていましたが、
いよいよ令和６年４月から、時間外労働について、月４５時間及び年３６０時間の限度時間、並びに、
臨時的特別な事情がある場合での年９６０時間の上限時間が適用される予定です。
併せて、同日から改正された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（いわゆる「改善
基準告示」）も施行される予定です。

※自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（「改善基準告示」）は、自動車運転者の労働時間等の労働条件
の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、拘束時間、休息期間、運転時間等の基準を定めたもの。

令和４年５月１３日～
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令和６年４月～



中部運輸局【情報提供】改善基準告示の改正（令和6年4月適用）
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中部運輸局

支援要件等

旅客運送事業者の人材確保支援（二種免許取得支援等）

支援内容
旅客運送事業者等が人材確保のために行う以下の取組について支援

バス事業者、タクシー事業者が行う二種免許取得費用の負担
バス事業者、タクシー事業者等が行う人材確保セミナー、PR資料の作成等の広報業務

具体的には
①二種免許取得のため教習経費（特例教習含む）
②人材確保セミナーの開催経費（会場借上、外部委託経費等）、PR資料の作成に要する経費
③業界団体、自治体など外部団体が実施する研修（UD研修、観光ドライバー認定講習、デジタル化等の研

修、子育てタクシードライバー研修など）、社内で実施する研修（研修委託料、講師謝金等）に要する経
費。ただし、法令により受講が求められている講習・研修（運行管理者講習等）は除く。

補助率 ：１／２（ただし、予算の範囲内で支援）
補助対象者：バス事業者、タクシー事業者等
採用計画（仮）を作成し、不足する人員分を限度として支援対象とする
二種免許取得のため教習経費については、補助金を活用する人材を採用後３カ月以上継続して雇用する
ことを条件とし、補助金交付後に条件に満たしていない事実が確認された場合には返還対象

今後の執行スケジュール
要望調査 令和５年２月３日〆切り
内示 令和５年３月中
交付申請受付 令和５年４月以降
対象期間 令和４年12月2日以降に事業着手したもの、かつ、令和６年2月末までに事業完了するもの
実績報告期限 令和６年２月末

今回追加

今回追加

R3補正（デジタル化・研修支援）
で実施したものを継続

39



中部運輸局【情報提供】働きやすい職場認証制度（概要）
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３月７日まで受付延長



中部運輸局【情報提供】働きやすい職場認証制度（インセンティブ）
令和４年１２月時点
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中部運輸局乗るなら確認「自賠責」お忘れなく！
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中部運輸局分散引越しの協力のお願い
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ご静聴ありがとうございました


